
●ご利用までの流れ 

 

               

 

 

 

 

 

 

              担当ケアマネジャーさん又は当ステーションに直接ご相談 

ください。 

ご入院中の方は、病棟看護師又はソーシャルワーカーにご 

相談ください。 

 

     

 

              ご希望があれば当ステーションより、かかりつけの医師に 

訪問看護指示書の記入をご依頼致します。 

                

 

 

 

 

当ステーションの担当者がご自宅に伺いご契約を致します。 

介護保険をご利用されての訪問看護をご希望される方は、 

担当ケアマネジャーさんと看護師、各福祉サービス事業所 

を交えて、相談したうえで、ご本人様、ご家族様のご希望 

に添うような訪問看護計画を作成致します。 

 

 

主治医の治療方針とケアプランに応じた指定訪問看護を提 

供させて頂きます。 
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